
海外展覧会への出品若しくは海外制作等に対する支援（2026 年度募集要項） 

 

目    的：視覚芸術分野で世界進出を行う芸術家への支援 

（海外展に出品される方、若しくは海外で制作・発表等される方） 

応 募 資 格：日本に居住する美術家 

対 象 活 動：2027 年 1 月～2028 年６月末までの期間中の海外活動 

対 象 作 品：洋画・日本画・彫刻・版画・工芸・書道（視覚芸術）その他の視覚芸術 

支 援 内 容：1 名につき 50 万円を上限に海外展覧会出品のための必要経費の一部として支給 

定      員：1 年に 2 名程度まで (申請は 1 申込者 1 件のみです) 

 

＜出品する展覧会の対象期間：2027 年 1 月～2028 年 6 月まで＞ 

 

申込方法 

下記書類・資料を 2026 年 8 月 31 日までに、メールアドレス＜e-mail: asp@jaspar.or.jp＞に送付してください。 

＊すべての書類を A4 サイズの PDF ファイルにすること 

➊申込書 

➋出品予定作品の画像（立体物は前横等からの違う角度で撮った 3 枚程度） 

➌出品する展覧会の応募要領 

❹必要経費の見積書 

＊お申込み頂いた上記書類は返却しませんのでご了承ください。 

＊書類に不備があった場合は選考対象から外れる場合がありますのでご注意ください。 

 

選考方法と発表 

当協会の選考委員会により審査し、支援決定者には 2026 年 10 月末までにメールにて通知します。 

＊選考経緯、選考理由等に関するお問い合わせは一切お答えできませんのでご了承ください。 

 

支援決定後の条件 

① 「一般社団法人日本美術著作権協会（JASPAR）の助成を受けています」と表示してください。 

② 展覧会終了後に海外展出品を証明する何らかの書類とレポート（形式自由、感想・ご意見など）を 

提出してください。 

 

その他 

① 展覧会中止、出品取り止め等、活動が取りやめになった場合は、支援金を返却していただきます。 

② 提出頂いた作品画像は当協会ホームページや機関誌等の媒体に掲載する場合があります。 

③ 申込者名義以外の口座への振り込みは出来ません。 

 

申込み・問合せ：〒162-0822 東京都新宿区下宮比町 2 番 28 号 飯田橋ハイタウン 333 号室 

一般社団法人 日本美術著作権協会(JASPAR) 

TEL:03-6226-5951(平日 10：00～17：00)/ FAX:03-6226-5952/ e-mail: asp@jaspar.or.jp 



 

 

 

 

申込書 

氏名   

フリガナ   

住所 

〒 

 

 

電話番号                       自宅・携帯   

メールアドレス    

生年月日        年    月    日 （    才）  

略歴 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集要項の内容について承諾したうえ、上記の通り申込みます。 

 

            申込日        年     月     日 

 

           署 名 

 

                        

 

 


